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“生前贈与の活用”

軽自動車・バイクの手続きは
3月までにお済ませください

国民年金保険料の
学生納付特例申請受付開始

　軽自動車税は、毎年4月1日時点の所
有者に課税されます。そのため、変更手
続きは3月末日までに済ませましょう。

　日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から
国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけ
られていますが、学生には申請により在学中の国民年
金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設
けられています。
　申請は、窓口申請のほか、「マイナポータル」からマイ
ナンバーカードを利用して電子申請が可能です。
詳しくは日本年金機構のホームページ
をご覧ください。
※学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内
であれば保険料をさかのぼって納めること（追
納）ができ、追納することで将来受け取る年金額
を増額することができます。

税務課 ☎889-4413問

国保年金課 ☎889-1798問

・転入、転出された方
・譲渡する方および譲り受ける方
・軽自動車、バイクを抹消する方

車 種 問い合わせ先手続き窓口

原動機付自転車
（50cc～125cc）

小型特殊自動車
（農耕用・ミニカー）

軽自動車 軽自動車検査協会

陸運事務所

☎050-3816-3126

☎050-5540-2091軽二輪（126cc～250cc）
小型二輪車（250cc超え）

税務課 ☎098-889-4413

詳しくは
こちらから

申請対象期間 令和8年4月から令和9年3月まで

手続きが必要な方

受付開始日 令和8年4月1日（水）
受付時間 平日8:30～17:15
受付場所 役場1階 国保年金課 ⑤番窓口

必要書類
①身分証（例:運転免許証、マイナンバーカード）
②在学期間のわかる学生証のコピー
（裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合
 は裏面のコピーも含む）または在学証明証（原本）

詳しくは
こちらから

し尿等処理手数料を値上げします
　南部広域行政組合が管理運営している汚泥再生処理センターでは、施設の経年劣化に伴う維持修繕
費や光熱水費等の用役費の高騰による処理経費が増加しており、排出者へ適正な負担を求めることを
目的として、令和8年4月1日から一般廃棄物し尿等処理手数料を下記のとおり値上げ改定いたします。

南部広域行政組合 糸豊環境衛生課 ☎997-3078問

　南部水道企業団では、令和8年4月1日から水道料金を改定いたします。
　今回の水道料金改定は、沖縄県企業局が電気料金の上昇・水道施設整備
費の増加等により、令和6年10月から令和8年4月にかけて段階的に水道料金値上げの実施や昨今の物価高騰の影
響によるものです。今後もさらなる経営の効率化と住民サービスの向上に努めてまいりますので、使用者の皆様の
ご理解とご協力をお願いいたします。

南部水道企業団 ☎998-2897問

【水道料金改定の内容】 （消費税抜き）

10kg当たり4円 10kg当たり10円
ご理解、ご協力、よろしくお願いいたします。

基本水道、基本料金

現 行 改 定 差 額 改 定 差 額使用水量 現 行

超過料金(1 m³につき)

0m³～8m³
まで
1,068円

0m³～8m³
まで
1,118円

9m³～20m³
まで

21m³～30m³
まで

31m³以上 272円

175円

234円

322円

225円

284円

50円

50円

50円

50円50円

現行：臨時用1m³ 408円 改正：臨時用1m³ 458円

令和8年4月1日から令和8年3月31日まで

汚泥再生処理センター・・・し尿等処理手数料

水道料金改定(値上げ)のお知らせについて


